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議案第17号 

 

大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案 

 

 大阪市立学校管理規則（昭和35年大阪市教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の２第１項中「第８条の７及び第８条の11」を「第８条の８及び第８条の12」

に改める。 

 第７条の２第３項中「第８条の13及び第８条の14」を「第８条の14及び第８条の15」

に改める。 

 第８条の３第３項中「第37条第15項」を「第37条第16項」に改める。 

 第８条の14中「第８条の10第１項」を「第８条の11第１項」に、「第８条の11第２項」

を「第８条の12第２項」に改め、同条を第８条の15とし、第８条の13を第８条の14とし、

第８条の12を第８条の13とする。 

 第８条の11第１項中「第８条の７」を「第８条の８」に改め、同条を第８条の12とす

る。 

 第８条の10中第５項を削り、同条を第８条の11とする。 

 第８条の９中第８項を削り、第９項を第８項とし、第10項及び第11項を削り、同条を

第８条の10とし、第８条の８を第８条の９とする。 

 第８条の７中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項を削り、同条を第８条の８

とし、第８条の６の次に次の１条を加える。 

 （事務主幹、事務長及び事務主任） 

第８条の７ 小学校及び中学校に事務主幹及び事務主任を置く。ただし、特別の事情の

あるときは、この限りでない。 

２ 高等学校に事務長を置く。 

３ 事務主幹、事務長及び事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。 



４ 事務主幹は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教育     

長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務主任及び事務職員に対し、指  

導及び助言を行う。 

５ 事務主任は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教育

長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務職員に対し、指導及び助言を

行う。 

６  事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 

 第24条を第25条とする。 

第23条中「第８条の12」を「第８条の13」に改め、同条を第24条とし、第22条の次に

次の１条を加える。 

 （共同学校事務室） 

第23条 別に定める小学校及び中学校に共同学校事務室（地方教育行政の組織及び運  

営に関する法律第47条の５に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。）を置く。 

２ 別に定める地域に総括室長を置き、共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置

く。 

３  総括室長は、第２項に定める地域の小学校及び中学校の事務職員をもって充て、

室長、副室長及び室員は、別に定める小学校及び中学校の事務職員をもって充て

る。  

４ 総括室長は、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、室長、副室

長及び室員を監督する。 

５ 室長及び副室長は、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、室員

を監督する。 

６ 総括室長は、事務主幹のうちから、室長及び副室長は、事務主任のうちから、室

員は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。 

７ 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。 



   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

  



 

                                                 

（参照）                             傍線は削除 

太字は改正 

 

大阪市立学校管理規則（抄） 

（休業日） 

第２条の２ 学校（幼稚園を含む。第８条の４、第８条の６、第８条の７及び第８条 

                            第８条の８  第８条 

の11を除き以下同じ。）の休業日は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 

の12 

178号）に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。 

⑴ ～⑶ 省略 

２－４ 省略  

（職員会議） 

第７条の２ 省略 

２ 省略 

３ 職員会議においては、校長が必要と認める校務（園務を含む。第８条の13及び第 

                              第８条の14  第 

８条の14において同じ。）に関する事項について、所属職員間の意思疎通、共通 

８条の15 

理解の促進、所属職員の意見交換等を行う。この場合において、所属職員による

挙手、投票等の方法により、当該事項に関する決定を行ってはならない。 

４－５ 省略 

（教諭（指導専任）） 

第８条の３ 省略 



２ 省略 

３ 第１項の講師は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第37条第15項（同法第28 

                          第37条第16項 

条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。）に規定する講師の職務を行

う。 

 （事務主幹、事務長及び事務主任） 

第８条の７ 小学校及び中学校に事務主幹及び事務主任を置く。ただし、特別の事情

のあるときは、この限りでない。 

２ 高等学校に事務長を置く。 

３ 事務主幹、事務長及び事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。 

４ 事務主幹は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教

育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務主任及び事務職員に対

し、指導及び助言を行う。 

５ 事務主任は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教

育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務職員に対し、指導及び助

言を行う。 

６ 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 

（教務主任等） 

第８条の７ 省略 

第８条の８ 

２－５ 省略  

６ 高等学校に事務長を置く。 

７ 省略 

６ 

８ 小学校及び中学校に事務主幹及び事務主任を置く。ただし、特別の事情のあると

きは、この限りでない。 



（校長の職務代理） 

第８条の８ 省略 

第８条の９ 

（教務主任等の職務） 

第８条の９ 省略 

第８条の10 

２－７ 省略  

８ 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 

９ 省略 

８ 

10 事務主幹は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教

育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務主任及び事務職員に対

し、指導及び助言を行う。 

11 事務主任は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるとともに、教

育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務職員に対し、指導及び助

言を行う。 

（教務主任等の発令） 

第８条の10 省略 

第８条の11 

２－４ 省略  

５ 事務主幹、事務長及び事務主任は、事務職員のうちから、教育委員会が命ずる。 

（その他の主任等） 

第８条の11 学校に、第８条の７に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を 

第８条の12     第８条の８ 

分担する主任等を置くことができる。 

２－３ 省略  



第８条の12－第８条の13 省略 

第８条の13 第８条の14 

（校内人事） 

第８条の14 校内人事（第８条の10第１項の規定により教務主任、学年主任、生徒指 

第８条の15      第８条の11第１項 

導主事、進路指導主事及び学科主任を命ずること、同条第２項の規定により保健主

事を命ずること、同条第３項の規定により司書教諭を命ずること、第８条の11第２ 

                              第８条の12第２ 

項の規定により主任等を命ずること並びに前条の規定により校務の分掌を決定する 

項 

ことをいう。以下この条において同じ。）に関し、所属職員による挙手、投票等の

方法により、選挙、意向の確認等を行ってはならない。 

２－３ 省略 

 （共同学校事務室） 

第23条 別に定める小学校及び中学校に共同学校事務室（地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第47条の５に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。）を置

く。 

２ 別に定める地域に総括室長を置き、共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置

く。 

３  総括室長は、第２項に定める地域の小学校及び中学校の事務職員をもって充て、

室長、副室長及び室員は、別に定める小学校及び中学校の事務職員をもって充て

る。  

４ 総括室長は、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、室長、副室

長及び室員を監督する。 

５ 室長及び副室長は、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、室員

を監督する。 



６ 総括室長は、事務主幹のうちから、室長及び副室長は、事務主任のうちから、室

員は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。 

７ 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。 

（適用除外） 

第23条 第３条、第７条、第８条から第８条の12まで、第９条及び第14条の規定は、 

第24条              第８条の13 

公立国際教育学校等には適用しない。 

（施行の細目） 

第24条 省略 

第25条 

 



大阪市立学校管理規則の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

近年、学校組織マネジメントの中核となる校長・教頭等の業務負担が増加す

るなか、学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるよう、学校事務職

員がその専門性を生かしながら、より主体的・積極的に校務運営に参画するこ

とが求められている。 

本市では、これまでも学校事務職員の学校経営への積極的な参画を図るため、

学校間連携の実施など諸条件の整備をすすめてきたが、今後、ＯＪＴを通じた

学校事務職員の人材育成や、学校事務の標準化、事務処理の効率化を図り、一

層の学校マネジメント機能の強化を目的として、令和２年度に（※）共同学校

事務室をモデル設置することとし、設置に必要な事項を定めるため、規則改正

を行う。  

※ 共同学校事務室 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により定められた学校事

務の共同実施を行うなうための組織。その設置等に必要な事項は、同法にお

いて教育委員会規則で定めることとされている。 

 

２ 改正の内容 

  ・小学校及び中学校に係る事務を共同処理するための組織である「共同学校

事務室」を設置するとともに、配置する職員及び処理する事務等について

規定する。  

  ・その他必要な規定整備を行う。 

 

３ 施行期日 

    令和２年４月１日 

 

 



共同学校事務室モデル設置イメージ図

1 〇〇区共同学校事務室の例

室長

チームごとに室員が集まり
業務の共同処理

（室長を兼務）

（モデル実施
　　　　推進・管理）

加配職員

【Bチーム】

校長

校長

F

小学校

【Aチーム】

事務主幹

校長

C

小学校 校長

校長

事務職員

G

小学校

事務職員 事務職員

B

小学校

事務職員
〇〇区　共同学校　事務室

事務主任

校長

事務職員

校長

事務職員

D

中学校

E

中学校

A

小学校


